
令
和
３
年
度
の
敬
老
会

を
中
止
し
ま
す

　

６
月
開
催
の
予
定
で
あ
っ
た

京
ヶ
瀬
地
区
と
笹
神
地
区
の
敬

老
会
の
延
期
を
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
し
た
が
、
今
年
度
の
敬
老

会
は
全
地
区
で
中
止
し
ま
す
。

　

な
お
、
代
替
事
業
と
し
て
昨

年
と
同
様
に
喜
寿
・
米
寿
の
人

に
お
菓
子
ク
ー
ポ
ン
券
を
贈
呈

し
ま
す
。

問問
高
齢
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
２
７)

絵
手
紙
教
室
を

開
催
し
ま
す

　
ど
な
た
で
も
気
軽
に
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。

日日
７
月
21
日
（
水
）
午
後
1
時

～　

場場
お
ん
こ
茶
屋
「
多
目
的

ス
ペ
ー
ス
」　
対対
小
学
生
以
上　

￥￥
２
０
０
円
（
教
材
費
）　
持持
絵

具
、
筆
（
貸
し
出
し
あ
り
）　
問問

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
市
民
ネ
ッ
ト
あ
が

の　
中
村　
☎
62
‐
７
０
３
８

水
原
ふ
る
さ
と
農
業
歴
史
資
料
館

水
原
ふ
る
さ
と
農
業
歴
史
資
料
館

展
示
替
案
内

　

農
業
歴
史
資
料
館
の
展
示
替

え
を
行
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ご

覧
く
だ
さ
い
。

日日
７
月
31
日
（
土
）
～
９
月
26

日
（
日
）
午
前
９
時
30
分
～
午

後
４
時　
※
月
曜
休
館
日

◎◎��

一
般
展
示
室

一
般
展
示
室

市
役
所
所
蔵
品
展〔
１
次
展
〕（
絵

画
等
15
点
）

◎◎��

特
別
展
示
室

特
別
展
示
室

三
角
だ
る
ま
『
山
口
人
形
』
特

別
展
示

問問
水
原
ふ
る
さ
と
農
業
歴
史
資

料
館　

☎
63
‐
１
７
２
２　

IDID

＝＝
２
６
８
５

８
月
８
月
1010
日
（
火
）
執
行
予
定

日
（
火
）
執
行
予
定

大
室
財
産
区

議
会
議
員
一
般
選
挙

　

任
期
満
了
に
よ
る
大
室
財
産

区
議
会
議
員
一
般
選
挙
が
、
次

の
日
程
で
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

投
票
日
時
＝

投
票
日
時
＝
８
月
10
日
（
火
）
午

前
７
時
～
午
後
８
時　　

選
挙
告

選
挙
告

示示
日
＝
日
＝
８
月
５
日
（
木
）　

立
候
立
候

補
届
出
受
付
日
時
＝

補
届
出
受
付
日
時
＝
８
月
５
日

（
木
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時　

立
候
補
届
出
受
付

立
候
補
届
出
受
付
場
所
場
所
＝＝

笹
神
支
所
４
階
「
大
会
議
室
」　

立
候
補
届
出
に
必
要
な
書
類
等

立
候
補
届
出
に
必
要
な
書
類
等

＝＝
戸
籍
抄
本
、
立
候
補
届
出
書
、

宣
誓
書
、
印
鑑
（
立
候
補
届
出

書
に
使
用
す
る
も
の
）、
供
託
証

明
書　

※
申
請
に
関
す
る
書
類

は
、
市
役
所
１
階
市
民
生
活
課
、

笹
神
支
所
に
あ
り
ま
す
。

問問
市
選
挙
管
理
委
員
会 

事
務
局

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線
２
１
０
４
）

来
年
の
祭
り
の
主
役
は
君
だ
！

来
年
の
祭
り
の
主
役
は
君
だ
！

民
謡
流
し

地
方
（
じ
か
た
）
体
験
会

　

来
年
以
降
の
祭
り
に
向
け
、

一
緒
に
水
原
甚
句
の
地
方
体
験

を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
太
鼓
、

た
る
、
笛
、
歌
い
手
な
ど
興
味

の
あ
る
人
は
、
誰
で
も
気
軽
に

参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
初
心
者

も
大
歓
迎
で
す
。

日日
８
月
６
日（
金
）、20
日（
金
）、

27
日
（
金
）
各
回
午
後
６
時
30

分
～
７
時
30
分

場場
福
祉
会
館　
持持
飲
み
物
、
タ
オ

ル　

問問
あ
が
の
水
原
甚
句
保
存

会　
皆
川　
☎
62
‐
２
８
４
１
、

斉
藤　
☎  

47
‐
７
３
３
３
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あがのポイント
対象事業

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、
掲
載

し
た
イ
ベ
ン
ト
や
例
年
実

施
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
が
中

止
・
延
期
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
最
新
の
情
報
は
、
問
い
合

わ
せ
先
に
確
認
す
る
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

IDID
＝＝
３
１
８
９

　
催
し
や
講
座
等
に
参
加

す
る
人
は
、
マ
ス
ク
の
着

用
や
当
日
の
検

温
な
ど
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

催
　
　
し

催
　
　
し

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談
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催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

関
係
書
類
を
送
付
し
ま
す

・・
後
期
高
齢
者
保
険
証

後
期
高
齢
者
保
険
証

　

現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証

（
ベ
ー
ジ
ュ
色
）
は
、
７
月
31
日

（
土
）で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。

　

８
月
１
日
（
日
）
か
ら
使
用

す
る
新
し
い
保
険
証
は
、
７
月

末
ま
で
に
届
く
よ
う
被
保
険
者

個
人
へ
発
送
し
ま
す
（
封
筒
と

保
険
証
の
色
は
桃
色
）。
８
月
に

な
っ
て
も
届
か
な
い
場
合
や
保

険
証
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ

る
場
合
は
、
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

・・
年
間
保
険
料
額
通
知
書

年
間
保
険
料
額
通
知
書

　

７
月
15
日
に
年
間
保
険
料
額

の
通
知
を
被
保
険
者
個
人
へ
発

送
し
ま
し
た
（
封
筒
は
白
色
、

宛
名
の
枠
は
緑
色
）。

　

保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
運
営
や
被
保
険
者
の

医
療
給
付
費
な
ど
を
支
払
う
た

め
の
大
切
な
財
源
に
な
り
ま
す
。

◎◎
保
険
料
の
軽
減
制
度（
申
請
不
要
）

保
険
料
の
軽
減
制
度（
申
請
不
要
）

〇〇
所
得
の
低
い
人
へ
の
軽
減

所
得
の
低
い
人
へ
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
、

均
等
割
額
の
７
割
、
５
割
、
２

割
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

被
保
険
者
や
世
帯
員
で
未
申

告
の
人
が
い
る
場
合
は
、
適
用

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

非
課
税
所
得
の
み
の
人
や
休
職

中
・
療
養
中
の
人
も
、
住
民
税

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

世
代
間
の
医
療
費
負
担
の
公
平

性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
今

ま
で
特
例
で
７
・
75
割
軽
減
の

対
象
だ
っ
た
人
は
７
割
軽
減
に

変
更
と
な
り
ま
す
。

〇〇����

家
族
の
社
会
保
険
等
の
被
扶

家
族
の
社
会
保
険
等
の
被
扶

養
者
だ
っ
た
人
へ
の
軽
減

養
者
だ
っ
た
人
へ
の
軽
減

　

均
等
割
額
が
制
度
加
入
月
以

降
２
年
間
は
５
割
軽
減
（
７
割

軽
減
に
該
当
す
る
場
合
は
７
割

軽
減
を
適
用
）、
そ
れ
以
降
は
世

帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
た
軽
減

割
合
と
な
り
ま
す
。

問問
健
康
推
進
課 

後
期
高
齢
係

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
８
０
）　
IDID
＝＝
２
３
７
８

月
の
医
療
費
が
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
人
へ

　

月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額

が
所
得
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
る

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場

合
、
そ
の
超
え
た
金
額
が
お
お

む
ね
３
か
月
後
に
「
高
額
療
養

費
」
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
が
、

一
時
的
に
大
き
な
負
担
が
か
か

り
ま
す
。

　

医
療
費
が
あ
ら
か
じ
め
高
額

に
な
り
そ
う
な
と
き
は
、「
限
度

額
適
用
認
定
証
」（
以
下
「
限
度

額
認
定
証
」）
ま
た
は
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」（
以
下
「
減
額
認
定
証
」）

の
申
請
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

医
療
費
の
負
担
割
合
が
３
割

負
担
で
区
分
Ⅱ
・
Ⅰ
に
該
当
す

る
人
（
下
表
太
枠
）
は
限
度
額

認
定
証
を
、
１
割
負
担
で
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
（
下
表
点

線
枠
）
は
減
額
認
定
証
を
保
険

証
と
あ
わ
せ
て
提
示
す
る
こ
と

で
、
外
来
・
入
院
と
も
に
受
診

時
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

減
額
認
定
証
は
入
院
時
の
食
事

代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

他他
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
す
る
か
、
ま
た
は
電
話

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問問
健
康
推
進
課 

後
期
高
齢
係

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
８
０
）　
IDID
＝＝
２
２
８
９

■自己負担限度額（月額）

所得区分
外来＋入院（世帯単位） 受診の際、

保険証の他に提示外来（個人単位）

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ 住民税課税所得
690 万円以上※ 3

252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）× 1%
（140,100 円※ 1）

Ⅱ 住民税課税所得
380 万円以上※ 3

167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）× 1%
（93,000 円※ 1） 限度額適用認定証

（紫色）
Ⅰ 住民税課税所得

145 万円以上※ 3
80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）× 1%

（44,400 円※ 1）

一般 18,000 円
（年間 144,000 円※ 2）

57,600 円
（44,400 円※ 1）

住民税
非課税世帯

区分Ⅱ
8,000 円

24,600 円 限度額適用・標準
負担額減額認定証

（薄緑色）区分Ⅰ 15,000 円

※ 1　過去 12 か月以内で、月の自己負担額の支払いが、4 回目以降となる場合の支払額
※ 2　毎年８月～７月までの１年間の外来での個人の自己負担限度額
※ 3　被保険者および同一世帯の被保険者の住民税課税所得

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

催
　
　
し

催
　
　
し

平
和
祈
念
事
業

平
和
祈
念
事
業

原
爆
絵
画
展

　

市
は
、
平
成
22
年
に
非
核
平

和
都
市
宣
言
を
行
い
ま
し
た
。

　
原
爆
被
害
の
実
情
を
理
解
し
、

核
兵
器
の
廃
絶
と
世
界
恒
久
平

和
の
実
現
を
考
え
る
機
会
と
な

る
よ
う
原
爆
絵
画
展
を
市
内
４

会
場
で
開
催
し
ま
す
。

　

展
示
す
る
資
料
は
、
い
ず
れ

も
広
島
平
和
記
念
資
料
館
か
ら

借
用
す
る
も
の
で
す
。

内内
原
爆
に
よ
る
悲
惨
な
状
況
を

被
爆
者
自
ら
が
描
い
た
絵
90
点

を
展
示
し
ま
す
。

・・
安
田
地
区

安
田
地
区

日日
７
月
28
日
（
水
）
～
８
月
15

日
（
日
）
午
前
９
時
～
午
後
８

時　
場場
安
田
交
流
セ
ン
タ
ー

・・
京
ヶ
瀬
地
区

京
ヶ
瀬
地
区

日日
７
月
28
日
（
水
）
～
８
月
15

日
（
日
）
午
前
９
時
30
分
～
午

後
７
時　

※
土
・
日
曜
、
祝
日

は
午
後
５
時
ま
で
、
毎
週
月
曜

休
館
日　
場場
市
立
図
書
館

・・
水
原
地
区

水
原
地
区

日日
７
月
28
日
（
水
）
～
８
月
15

日
（
日
）
午
前
９
時
30
分
～
午

後
７
時　

※
土
・
日
曜
、
祝
日

は
午
後
５
時
ま
で
、
毎
週
金
曜

休
館
日　

場場
水
原
中
学
校
市
民

図
書
室

・・
笹
神
地
区

笹
神
地
区

日日
７
月
28
日
（
水
）
～
８
月
13

日
（
金
）
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分　

※
土
・
日
曜
、

祝
日
は
閉
庁　
場場
笹
神
支
所

問問
生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
係

☎
63
‐
８
０
１
９　

IDID
＝＝

２
６
９
９

対象となる保険税対象となる保険税（（料料））＝�＝�令和 3 年度の保険税（料）で令和３年４月１日～令和４年３月 31 日に納期限
が設定されているもの

申請期限＝申請期限＝令和４年３月 31 日（木）
他他 申請方法等の詳細は、担当課に問い合わせください。申請書類は市ホームページからダウンロードで

きます。　※申請には、収入状況を確認できる書類（給与明細や事業帳簿など）が必要です。

国民健康保険税 介護保険料 後期高齢者医療保険料
税務課 市民税係　☎ 62‐2510

（内線 2664 ～ 2666）IDID＝＝ 8385
高齢福祉課 介護保険係　☎ 62‐
2510（ 内 線 2122、2124）　IDID
＝＝ 5134

健康推進課 後期高齢係　☎ 62‐
2510（内線 2180）　IDID ＝＝ 8601

次の保険税や保険料の納付が困難な人は、申請により納付金額の全部または一部の減免が
受けられる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な人へ新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な人へ
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免制度

国民健康保険税国民健康保険税は右の要件の
①または②に該当する世帯の加入者

後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料は右の要件の
①または②に該当する世帯の加入者
※主たる生計維持者は、原則世帯主に限る。

介護保険料介護保険料は右の要件の
①または②（イを除く ) に該当する世
帯の加入者

要件①要件①
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡ま
たは重篤な傷病を負った世帯

要件②要件②
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の
減収が見込まれ、次のア～ウのすべての要件に該当する世帯
ア、 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれか

が、前年に比べて 30％以上減少する見込みであること
イ、前年の所得合計額が１千万円以下であること
ウ、 減収が見込まれる種類の所得以外の前年の所得合計額が

400 万円以下であること
※ 収入の減少が見込まれる事業所得について、令和２年中の所得

が０円、またはマイナス所得の場合は対象外。
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催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

対象施設・電話番号対象施設・電話番号

大石屋旅館 ☎62-3155 清廣館 ☎62-3833

珍生館 ☎62-3726 弓月 ☎ 62-3665

湯本舘 ☎66-2321 石原館 ☎66-2121

角屋旅館 ☎66-2221 川上屋旅館 ☎66-2141

環翠楼 ☎66-2131 風雅の宿�長生館 ☎66-2111

割烹旅館�室町 ☎66-2134 安田温泉やすらぎ ☎68-1555

ゆらりゆら水鳥の宿さきはな ☎47-2111

問問商工観光課�観光係　☎ 61-2479　／　五頭温泉郷旅館協同組合　☎ 61-3003

予約方法予約方法
対象の旅館に電話、または公式ホームページから直接申し込んでください。
　※予約の際に「割引を利用したい」と申し出ください。

対象宿泊期間対象宿泊期間
６月28日（月）～12月 31日（金）（１月１日チェックアウト分）
　※予算額に到達した場合は、割引事業は終了します。

宿泊割引内容宿泊割引内容
１人１泊につき、宿泊費の５０％割引５０％割引（上限5,000 円）
　※他の割引事業を併用する場合は、上限 3,000 円割引
【例例】「使っ得！にいがた県民割」キャンペーンと併用する場合「使っ得！にいがた県民割」キャンペーンと併用する場合
　市割引3,000円 +県割引5,000円 +地域クーポン券2,000円分

＝�最大最大10,00010,000円円��相当割引

五五頭頭温温泉泉郷郷��GGOO!!!!
　　宿宿泊泊キキャャンンペペーーンン

令和３年度緊急経済対策として、五頭温泉郷を始めとする市内温泉旅館で、宿泊費の割引
キャンペーンを実施しています。この機会に、ぜひ市内の温泉旅館をご利用ください。

対象は対象は
新潟県民新潟県民限定！！限定！！

ID ＝ 8652

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
限
度
額
見
直
し

　
令
和
３
年
８
月
か
ら
、「
特
定

入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
に

つ
い
て
、
介
護
保
険
施
設
等
利

用
者
と
在
宅
で
暮
ら
す
人
と
の

食
費
・
居
住
費
に
か
か
る
公
平

性
や
収
入
に
応
じ
た
負
担
を
図

る
観
点
か
ら
、
認
定
要
件
お
よ

び
限
度
額
が
見
直
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
す
る
か
、
電
話
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申申
・
問問
高
齢
福
祉
課 

介
護
保
険

係　

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
２
３
）　
IDID
＝＝
３
８
８
３

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
限
度
額
見
直
し

　
令
和
３
年
８
月
か
ら
、「
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
に
つ
い
て

負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
と
す

る
た
め
、
現
役
並
み
所
得
者
の

区
分
と
限
度
額
を
左
表
の
と
お

り
見
直
し
ま
す
。

　

同
月
内
で
利
用
し
た
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
者
負
担
（
１
～
３
割
）

の
合
計
額
（
同
じ
世
帯
内
に
複

数
の
利
用
者
が
い
る
場
合
は
世

帯
の
合
計
額
）
が
高
額
と
な
り
、

そ
の
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ

た
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
超
え
た
部
分
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
す
る
か
、
電
話
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申申
・
問問
高
齢
福
祉
課 

介
護
保
険

係　

☎
62
‐
２
５
１
０
（
内
線

２
１
２
３
）　
IDID
＝＝
３
８
９
０

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る

生
活
困
窮
者
自
立
支
援

金
の
ご
案
内

対対
緊
急
小
口
資
金
等
の
特
例
貸

付
を
利
用
で
き
な
い
世
帯
（
総

合
支
援
資
金
の
再
貸
付
を
借
り

終
わ
っ
た
世
帯
ま
た
は
８
月
ま

で
に
借
り
終
わ
る
世
帯
、
総
合

支
援
資
金
の
再
貸
付
が
不
承
認

と
な
っ
た
世
帯
、
総
合
支
援
資

金
の
再
貸
付
の
相
談
を
し
た
も

の
の
、申
し
込
み
に
至
ら
な
か
っ

た
世
帯
）
で
、
次
の
条
件

（ア）
～

（ウ）
を
全
て
を
満
た
す
場
合

（ア）
収
入
が
、
①
＋
②
の
合
計
額

を
超
え
な
い
こ
と

① 

市
町
村
民
税
の
均
等
割
が
非

課
税
と
な
る
収
入
額
の
１
／
12

② 

生
活
保
護
の
住
宅
扶
助
基
準
額

（イ）
資
産
が
、
右
記
①
の
６
倍
以
下

　
（
た
だ
し
１
０
０
万
円
以
下
）

（ウ）
今
後
の
生
活
の
自
立
に
向
け

　

て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動

　
を
行
う
こ
と

・・
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
の

申
し
込
み
を
し
、
誠
実
か
つ
熱

心
に
求
職
活
動
を
行
う
こ
と

・・
就
労
に
よ
る
自
立
が
困
難
で
、

給
付
終
了
後
の
生
活
の
維
持
が

困
難
な
場
合
に
は
、
生
活
保
護

申
請
を
行
う
こ
と

◎
支
給
額

◎
支
給
額

・・
単
身
世
帯
…

単
身
世
帯
…
６
万
円

・・
２
人
世
帯
…

２
人
世
帯
…
８
万
円

・・
３
人
以
上
世
帯
…

３
人
以
上
世
帯
…
10
万
円

※
住
居
確
保
給
付
金
と
併
給
可
能

※
支
給
期
間
３
か
月

申
請
期
限
＝

申
請
期
限
＝
８
月
31
日
（
火
）

相
談
・
申
請
窓
口
＝

相
談
・
申
請
窓
口
＝
暮
ら
し

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
あ
が

の
（
姥
ケ
橋
６
６
９
）
☎
67
‐

９
５
０
０　

※
支
給
期
間
中
は

毎
月
、
求
職
活
動
の
内
容
が
分

か
る
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
求
職
活
動
の
状
況
に
よ
っ

て
は
、
生
活
保
護
を
案
内
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問問
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー　

☎
０
１
２
０
‐
46
‐

８
０
３
０
（
平
日
、
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）、
社
会
福
祉
課 

援
護
係　
☎
62
‐
２
５
１
０
（
内

線
２
１
６
０
～
２
１
６
３
）
IDID

＝＝
８
６
６
１

■令和３年７月サービス提供分まで令和３年７月サービス提供分まで
区分 限度額

現役並みの所得相当
（年収約 383 万円以上） 44,400 円（世帯）

■令和３年８月サービス提供分から令和３年８月サービス提供分から
区分 限度額

課税所得 690 万円
（年収約 1,160 万円）以上 140,100 円（世帯）

課税所得 380 万円
（年収約 770 万円）以上
課税所得 690 万円

（年収約 1,160 万円）未満

93,000 円（世帯）

課税所得 145 万円
（年収約 383 万円）以上
課税所得 380 万円

（年収約 770 万円）未満

44,400 円（世帯）

↓↓
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催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

国民健康保険税
納税通知書発送のお知らせ

７月 15日に加入世帯の世帯主へ発送しました。保険税の納税義務者は世帯主です。

■保険税の軽減、減免制度
〇所得金額の要件による軽減（申請不要）
国の定める所得基準を下回る世帯は、均等割額、平等割額の一部が軽減されます。未申告により所得
状況が不明な場合は、軽減判定ができないため軽減に該当しません。
※国民健康保険に加入している場合は、非課税所得のみの人や収入がない人でも必ず申告が必要です。

〇会社の倒産・解雇・雇い止め等で離職した人（非自発的失業者）の軽減
次の２点を満たす人は、申請により軽減が受けられます。
①�失業時点で 65歳未満の人　　②�雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※『雇用保険受給資格者証』の「理由コード」は下記コードで確認します。

特定受給資格者 11・12・21・22・31・32 特定理由離職者 23・33・34

〇保険税の減免
加入世帯員が、一定の要件に該当して納税が困難なときは、申請により保険税の全部または一部減免
が受けられる場合があります。申請方法や適用範囲、減免割合など詳しくは問い合わせてください。
また、納付が困難な場合は、税務課収税係まで納税相談に来てください。

問問国民健康保険税に関すること…税務課�市民税係　☎ 62-2510（内線 2664～ 2666）
　納付に関する相談…税務課�収税係　☎ 62-2510（内線 2667～ 2669・2681）

■令和３年度の保険税率と限度額

区分 医療分 支援金分 介護分

所得割（令和 2 年中の所得に基づく）※ 6.8％ 2.1％ 1.7％

均等割（加入者 1 人につき定額） 25,400 円 7,500 円 12,000 円

平等割（１世帯につき定額） 23,200 円 7,000 円 －

課税限度額 630,000 円 190,000 円 170,000 円

※所得割…（前年中の所得金額－基礎控除額 43万円）×それぞれの所得割の税率
前年の所得金額が基礎控除 43万円を下回るとき、所得割の税額はありません。

ID ＝ 8637

手
続
き
手
続
き・・制
度
制
度

Procedure･ System

上
下
水
道
料
金
の
支
払

い
猶
予
延
長
に
つ
い
て

対対
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少

し
て
い
る
場
合
や
、
一
時
的
に

上
下
水
道
料
金
の
支
払
い
が
困

難
と
な
っ
た
個
人
・
法
人

対
象
料
金
＝

対
象
料
金
＝
６
～
９
月
分
の
水

道
料
金
と
下
水
道
使
用
料

内内
通
常
の
納
付
期
限
か
ら
、
最

大
３
か
月
の
支
払
い
を
猶
予
し

ま
す
。　

申申
上
下
水
道
局
料
金

窓
口
ま
た
は
電
話
に
よ
る
相
談

後
、
申
請
書
等
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。　

受
付
期
限
＝

受
付
期
限
＝
９
月

16
日
（
木
）
※
平
日
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時　

問問
上

下
水
道
局 

営
業
係　

☎
62
‐

２
１
５
９　
IDID
＝＝
７
２
７
５

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

募募  

　
集
　
集  

水
原
文
化
祭
芸
能
発
表
会

水
原
文
化
祭
芸
能
発
表
会

『
子
ど
も
部
門
』

参
加
団
体
を
募
集

日日
10
月
17
日
（
日
）
午
前
９
時

30
分
～
午
後
１
時
10
分　

場場
水

原
公
民
館
１
階
「
大
講
堂
」　
募募

集
演
目
＝

集
演
目
＝
舞
踊
・
ク
ラ
ッ
シ
ッ

ク
バ
レ
エ
・
ダ
ン
ス
・
ヒ
ッ
プ

ホ
ッ
プ
・
太
鼓
・
民
謡
等　

演演

目
時
間
＝

目
時
間
＝
約
５
分
以
内　

申申

込
締
切
＝

込
締
切
＝
８
月
10
日
（
火
）　

申申
・
問問
水
原
公
民
館　

☎
62
‐

２
０
２
８

放
送
大
学
10
月
入
学
生
・

大
学
院
４
月
入
学
生
募
集

　

放
送
大
学
は
Ｂ
Ｓ
放
送
や
パ

ソ
コ
ン
・
ス
マ
ホ
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
授
業
を
行

う
通
信
制
の
大
学
で
す
。

　
心
理
・
教
育
・
福
祉
・
経
済
・

歴
史
・
文
学
・
情
報
・
自
然
科

学
な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
１
科

目
か
ら
学
べ
ま
す
。
資
料
請
求

は
無
料
で
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

◎
出
願
受
付
期
間

◎
出
願
受
付
期
間

・・��

第
１
回
…

第
１
回
…
６
月
10
日
（
木
）

～
８
月
31
日
（
火
）

・・��

第
２
回
…

第
２
回
…
９
月
１
日
（
水
）

～
14
日
（
火
）

◎
大
学
説
明
会

◎
大
学
説
明
会

日日
８
月
１
日
（
日
）、21
日
（
土
）、

９
月
５
日
（
日
）　
受
付
開
始
時

受
付
開
始
時

間
＝
間
＝
午
後
１
時
～　

場場
放
送
大

学
新
潟
学
習
セ
ン
タ
ー
（
新
潟
市

中
央
区
旭
町
通
１
番
町
７
５
４
）

問問
放
送
大
学
新
潟
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
５
‐
２
２
８
‐
２
６
５
１

新
潟
県
統
計
グ
ラ
フ

コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

応
募
資
格
＝

応
募
資
格
＝
県
内
の
小
学
生
以

上
の
人　

課
題
・
テ
ー
マ
＝

課
題
・
テ
ー
マ
＝
自

由　

※
小
学
４
年
生
以
下
の
児

童
は
、
自
ら
観
察
・
調
査
し
た

結
果
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
に

限
り
ま
す
。　

作
品
規
格
＝

作
品
規
格
＝
Ｂ

２
判
（
72
・
８
cm
×
51
・
５
cm
、

貼
り
合
わ
せ
も
可
）、
ア
ナ
ロ
グ
、

デ
ジ
タ
ル
問
い
ま
せ
ん
。　
応
募
応
募

期
限
期
限
＝＝
９
月
６
日
（
月
）
必
着

他他
入
選
作
品
は
「
統
計
グ
ラ
フ

全
国
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
、
県
代
表

作
品
と
し
て
応
募
す
る
ほ
か
、
展

示
会
、
統
計
刊
行
物
へ
の
掲
載

等
、
統
計
知
識
の
普
及
に
利
用

さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（『
に
い
が

た
県
統
計
ボ
ッ
ク
ス
』

で
検
索
）
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
実
施
要
領
、
過

去
の
入
選
作
品
、
各
種
統
計
デ
ー

タ
等
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

申申
・
問問
新
潟
県
総
務
管
理
部 

統

計
課 

総
計
情
報
班　
☎
０
２
５

‐２
８
０‐５
９
０
２（
〒
９
５
０

‐
８
５
７
０　

新
潟
市
中
央
区

新
光
町
４
番
地
１
）

令
和
令
和
３３
年
度
年
度

禁
煙
ポ
ス
タ
ー

コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

　

禁
煙
を
促
進
し
望
ま
な
い
受

動
喫
煙
を
な
く
す
た
め
、
た
ば

こ
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
に
つ

い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
る

作
品
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格

応
募
資
格
＝＝
県
内
の
小
中
学

生
、
高
校
生　

テ
ー
マ

テ
ー
マ
＝＝
た
ば

こ
の
煙
の
な
い
環
境
づ
く
り　

※
作
品
に
は
テ
ー
マ
に
即
し
た

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、
ス
ロ
ー

ガ
ン
な
ど
の
文
字
を
入
れ
て
く

だ
さ
い
。
　
画
材
・
色
彩

画
材
・
色
彩
＝＝
自

由
（
水
彩
絵
の
具
、
ポ
ス
タ
ー

カ
ラ
ー
、ク
レ
ヨ
ン
等
）　
用
紙
用
紙・・

大
き
さ

大
き
さ
＝＝
画
用
紙
四
つ
切
り

（
38 

cm
×
54 

cm
）
ま
た
は
画
用
紙

八
つ
切
り
（
27 

cm
×
38 

cm
）
縦

横
自
由　
※
作
品
の
裏
側
に
学

校
名
、学
年
、氏
名
（
ふ
り
が
な
）

を
明
記
す
る
こ
と
。　

応
募
締

応
募
締

切切
＝＝
９
月
24
日
（
金
）
必
着

他他
詳
し
く
は
、
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

申申
・
問問
新
潟
県
福
祉
保
健
部 

健

康
対
策
課 

成
人
保
健
係　

☎

０
２
５
‐
２
８
０
‐
５
１
９
９

（
〒
９
５
０
‐
８
５
７
０　
住
所

記
載
不
要
）

スマイルキッズ・もう一匹の家族にスマイルキッズ・もう一匹の家族に
お子さん・ペットを登場させませんか？

　広報あがの 1 日号に連載中の「スマイルキッズ」「もう一
ひ と り

匹の家族」のコーナーに登場してくれ
る小学生未満お子さんや自慢のペット（犬や猫のほか小鳥や金魚など種類を問いません）を募集して
います。掲載を希望する人は、電話または電子メールで問い合わせてください。

問問  市長政策・市民協働課 秘書広報広聴係
　 ☎ 62‐2510（内線 2212）　 shiminkyodo@city.agano.niigata.jp
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催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

低所得の子育て世帯 に対する
子育て世帯生活支援特別給付金について

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に
対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。

対象者　 次の①・②の両方に該当する人　※ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除く

①  令和３年 3 月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障がい児の場合 20 歳未満）を養
育する父母等　※令和 4 年 2 月末までに生まれた新生児も対象

②  令和 3 年度住民税均等割が非課税の人（※未申告の場合は申告が必要）
または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和 3 年 1 月 1 日以降の収
入が急変し、住民税非課税相当の収入になった人

給付額　対象児童 1 人当たり一律 55 万円

申請方法 支給対象となる場合は申請書類を提出してください（養育要件によって
案内・手続きの方法が異なります）。
申請書は市ホームページからダウンロードできます。
※ 公務員は所属庁（職場）から申請書の公務員児童手当受給状況証明欄に証明を

受けた上で、申請してください。
※ 父母がともに児童を養育している場合、所得の高い人が申請者となります。

申請場所　市役所 1 階社会福祉課 児童福祉係（郵送可）

申請期限　令和 44 年 22 月 2828 日（月）

ID ＝ 8639

問い合わせ ・・社会福祉課 児童福祉係　☎ 62‐2510（内線 2152）
・・厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター

☎ 0120‐811‐166

令和 3 年 4 月分の児童手当または特別児童扶養手当の受
給者　※６月末に案内文書を送付済み →

申請不要令和 3 年 5 月～令和 4 年 3 月までのいずれかの月の分の
児童手当・特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認
定を受けた人　※ 7 月以降、順次案内文書を送付予定

→
令和 3 年 3 月 31 日時点で、平成 15 年 4 月 2 日～平成
18 年 4 月 1 日の間に出生した児童（高校生等）のみを
養育する人　※案内文書の送付はしません

→
申請が必要

申請書は郵送、または
社会福祉課 児童福祉係
の窓口に直接持参して
ください家計が急変した人　※案内文書の送付はしません →

支給の案内・手続き

市職員（初級）を募集します
採用予定日＝採用予定日＝令和４年４月１日
試験日・会場＝試験日・会場＝第１次試験…９月 19 日（日）／阿賀野市役所

第２次試験…10 月下旬（予定）／阿賀野市（予定）
受付期間＝受付期間＝７月15日（木）～８月10日（火）　※郵送の場合は締切日までの消印があるものに限ります。

◎◎阿賀野阿賀野市役所市役所
職種 一般行政 土木 電気

採用予定人数 若干人 若干人 １人程度

受験資格 平成 12 年４月 2 日～
平成 16 年４月１日に生まれた人

平成 4 年４月２日～
平成 16 年４月１日に生まれた人

申込方法

① 受験申込書に必要事項を記入し、写真（上半身正面、無帽、縦４cm ×横３cm）
１枚を貼り、他に２枚を添付して、市役所２階総務課に持参するか、郵送して
ください。　※郵送の場合、封筒には「職員採用試験申込書在中」と朱書きし、
書留等で送ってください。

② 受験申込書と試験案内は総務課にあるほか、市ホームページからダウンロード
できます。

※ 郵送により受験申込書を請求する場合、住所・氏名・受験申込書（どの試験用
か記載）を請求する旨を記載し、返信用の角形２号封筒（140 円切手を貼付）
を同封してください。

申込書の請求先 阿賀野市役所 総務課 人事係（〒 959-2092 阿賀野市岡山町 10‐15）

受付時間 午前８時 30 分 ~ 午後５時 15 分（土・日曜、祝日除く）

提出・問い合わせ 総務課 人事係　☎ 62‐2510（内線 2283）

◎◎阿賀野阿賀野市消防本部市消防本部
職種 消防

採用予定人数 ３人

受験資格 平成 9 年４月２日～平成 16 年４月１日に生まれた人

申込方法

① 受験申込書に必要事項を記入し、写真（上半身正面、無帽、縦４cm ×横３cm）
１枚を貼り、他に２枚を添付して、消防本部に持参してください。
※ 受付時に体力測定を実施します。運動のできる服装で運動靴を持参してください。

② 受験申込書と試験案内は消防本部、市役所２階総務課にあるほか、市ホームペー
ジからダウンロードできます。

※ 郵送により受験申込書を請求する場合、住所・氏名・受験申込書（消防用と記載）
を請求する旨を記載し、返信用の角形２号封筒（140 円切手を貼付）を同封し
てください。

申込書の請求先 阿賀野市消防本部 総務課（〒 959-2003 阿賀野市安野町 14‐4）または阿賀野市
役所 総務課 人事係

受付時間 午前８時 30 分 ~ 午後５時 15 分（毎日）

提出・問い合わせ 消防本部 総務課　☎ 62‐2058
他他 受験資格などの詳細は、試験案内で確認してください。

ID ＝ 8578
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催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

利
用
説
明
会

　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
初

め
て
利
用
す
る
人
は
、
説
明
会

に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
夜
間
説
明
会

◎
夜
間
説
明
会

○
水
原
総
合
体
育
館

日日
８
月
４
日
（
水
）、15
日
（
日
）

午
後
７
時
30
分
～
（
毎
月
第
１

水
曜
・
第
３
日
曜
）　
定定
各
10
人

程
度 

先
着

○
笹
神
体
育
館

日日
８
月
10
日
（
火
）
午
後
７
時

30
分
～
（
毎
月
第
２
火
曜
）

定定
10
人
程
度 

先
着

◎
昼
間
説
明
会

◎
昼
間
説
明
会

○
水
原
総
合
体
育
館

日日
月
～
金
曜
（
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）、
午
後
１
時
30
分
～

４
時　
※
要
事
前
問
い
合
わ
せ

○
笹
神
体
育
館

日日
月
～
金
曜
（
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）、
午
後
１
時
30
分
～

４
時　
※
要
事
前
問
い
合
わ
せ

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

所
要
時
間
＝

所
要
時
間
＝
約
１
時
間　

※
ジ

ム
経
験
者
は
、
簡
単
な
体
育
館

の
利
用
説
明
（
約
10
分
）
の
み

を
行
い
ま
す
。
予
約
時
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。　

他他
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
ル
ー
ム
の
利
用
料
金
は
、

市
内
在
住
・
在
勤
者
は
２
０
０

円
／
回
、
そ
れ
以
外
の
人
は

３
０
０
円
／
回
（
65
歳
以
上
の

市
内
在
住
者
は
無
料
）
で
す
。

※
お
得
な
回
数
券
、
定
期
券
あ

り　

申申
・
問問
水
原
総
合
体
育
館

☎
62
‐
０
６
５
６
、
笹
神
体
育

館　

☎
61
‐
２
１
１
１　

※
前

日
ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

IDID
＝＝
２
２
０
５
（
水
原
総
合
体

育
館
）、
２
２
０
３
（
笹
神
体
育

館
）

く
ら
し
く
ら
し・・相
談
相
談

Life･ Consultation

夜
間
役
所

日日
７
月
21
日
（
水
）、
８
月
４
日

（
水
）
午
後
５
時
15
分
～
７
時

場場
市
役
所
１
階
市
民
生
活
課　

※
各
支
所
で
は
開
設
し
ま
せ
ん
。

内内
戸
籍
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録
・

証
明
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
更
新
手
続
き
、
記
載
事
項
変

更
・
交
付
、
納
税
、
納
税
相
談
、

口
座
振
替
手
続
き
、
母
子
健
康

手
帳
の
交
付
等
。
パ
ス
ポ
ー
ト

は
交
付
の
み
で
す
。

問問
市
民
生
活
課 

市
民
係　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
１
０
１
）

IDID
＝＝
４
８
０
７

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す

　
７
月
22
日（
木
）～
31
日（
土
）

の
10
日
間
、
夏
の
交
通
事
故
防

止
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

～
さ
わ
や
か
に

～
さ
わ
や
か
に

　
　
　

　
　
　

夏
を
走
ろ
う

夏
を
走
ろ
う��

越越え
ち
ご
み
ち

え
ち
ご
み
ち

後
道
後
道
～～

◎
運
動
の
重
点

◎
運
動
の
重
点

・・  

横
断
歩
道
で
の
歩
行
者
優
先

横
断
歩
道
で
の
歩
行
者
優
先

・・  

疲
労
運
転
の
防
止

・・  

飲
酒
運
転
の
根
絶

　

夏
休
み
の
時
期
は
、
子
ど
も

た
ち
や
若
者
の
開
放
感
か
ら
起

こ
る
事
故
や
、
夏
期
レ
ジ
ャ
ー

に
よ
る
疲
労
運
転
等
か
ら
起
こ

る
交
通
事
故
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

　

市
民
一
人
一
人
が
「
事
故
に

遭
わ
な
い
」「
事
故
を
起
こ
さ
な

い
」
よ
う
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

問問
総
務
課 

交
通
対
策
係　
☎
62

‐
２
５
１
０
（
内
線
２
２
８
４
）

IDID
＝＝
８
６
４
４

合
同
消
火
訓
練
を
実
施

し
ま
す

　

市
消
防
本
部
で
は
、
新
潟
県

消
防
防
災
航
空
隊
の
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
と
地
上
の
消
防
隊
が
協
力

し
、
林
野
火
災
を
想
定
し
た
消

火
訓
練
を
行
い
ま
す
。

日日
７
月
27
日
（
火
）
午
前
８
時
30

分
～
正
午　

場場
阿
賀
野
川
右
岸

堤
外
地 

安
田
橋
運
動
公
園
第
２

野
球
場　
問問
消
防
本
部　
☎
62
‐

２
０
５
８　
IDID
＝＝
８
６
０
３

障
害
年
金
無
料
相
談
会

日日
７
月
30
日
（
金
）
午
後
１
時

30
分
～
３
時
30
分　

場場
新
潟
市

北
区
文
化
会
館
「
会
議
室
」（
新

潟
市
北
区
東
栄
町
１
‐
１
‐
５
）

対対
認
知
症
や
が
ん
、
ペ
ー
ス
メ

ー
カ
ー
、
人
工
弁
、
人
工
関
節
、

人
工
肛
門
な
ど
を
装
着
を
し
て

い
る
が
、
障
害
年
金
を
受
給
し

て
な
い
、
ま
た
は
更
新
の
際
に
障

害
年
金
が
停
止
に
な
っ
た
人

定定
10
人 

先
着　
申申
・
問問
新
潟
障

害
年
金
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
‐
01
‐
６
４
５
３

８
月
３
日
「
司
法
書
士
の
日
」

８
月
３
日
「
司
法
書
士
の
日
」

無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す

　
「
く
ら
し
の
法
律
家
」
の
司
法

書
士
が
、
日
常
生
活
の
悩
み
や

ト
ラ
ブ
ル
と
い
っ
た
相
談
を
受

け
、
法
的
解
決
に
導
き
ま
す
。

日日
８
月
３
日
（
火
）
各
司
法
書
士

事
務
所
営
業
時
間
内　

場場
県
内

の
各
司
法
書
士
事
務
所　

問問
新

潟
県
司
法
書
士
会　
事
務
局
（
〒

９
５
０
‐
０
９
１
１　

新
潟
市

中
央
区
笹
口
１
丁
目
11
番
地
15
）

☎
０
２
５
‐
２
４
４
‐
５
１
２
１

Ⓕ
０
２
５
‐
２
４
４
‐
５
１
２
２

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

新型コロナウイルス感染症相談窓口新型コロナウイルス感染症相談窓口
◎�発熱などの症状がある人◎�発熱などの症状がある人
　発熱やかぜ症状、息苦しさや強いだるさ等の症
状がある人は、必ず事前に電話でかかりつけ医や
新潟県新型コロナ受診・相談センターへ連絡して
ください。

※保健所でも相談可能です。※保健所でも相談可能です。

◎◎�症状がない人、どこに電話したらよいか迷った人�症状がない人、どこに電話したらよいか迷った人

※ 聴覚や言語に障がいのある人は、ＦＡＸ・電子
メールを利用してください。

　・Ⓕ 025‐282‐1640
　・ ngt130040@pref.niigata.lg.jp
問問 健康推進課 成人係　☎ 62‐2510（内線 2632）
IDID ＝＝ 3209

◆「「新潟県新型新潟県新型コロナウイルスコロナウイルス感染症コールセンター感染症コールセンター」」
☎ 025‐282‐1754
（平日、午前 8時 30分～午後 5時）

▶��最新情報は、市ホームページ
新型コロナウイルス感染症関
連情報で確認してください。

�◆����新発田地域振興局�健康福祉環境部�医薬新発田地域振興局�健康福祉環境部�医薬
予防課（新発田保健所）予防課（新発田保健所）
☎ 0254‐26‐9651
（平日、午前 8時 30分～午後 5時 15分）

◆����新潟県新型コロナ受診新潟県新型コロナ受診・・相談センター窓口相談センター窓口

☎ 025‐256‐8275
毎日 24時間対応（土・日曜、祝日含む）

ID ＝ 8616

内内ＮＨＫラジオ第 1 で放送されるラジオ体操第１、第２を実施
持持持ち物…マスク、飲み物、タオル、帽子等
他他期間中は毎日、あがのポイントを付与します
問問健康推進課 健康づくり係　☎ 62‐2510（内線 2623） 20

あがのポイント
対象事業

▲
▲

▲
▲▲▲▲

▲
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲

市では、ラジオ体操を活用した健康づくりを推進しています。
夏の朝、ラジオ体操で爽やかな一日を迎えましょう！

夏期ラジオ体操会の開催夏期ラジオ体操会の開催

会場

■ 水 原 地 区 … 瓢湖水きん公園野外ステージ前広場

■ 安 田 地 区 … 旧安田公民館玄関前駐車場

■ 京ヶ瀬地区 … 市立図書館前広場

■ 笹 神 地 区 … 笹神体育館駐車場

開催期間

7 月 26 日（月）～ 8 月 31 日（火）

時間
午前 6 時 20 分～ 6 時 40 分
（午前 6 時 30 分体操開始）

▲
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲

▲
▲

▲
▲▲▲▲
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就
職
相
談
会

日日
８
月
３
日
（
火
）、17
日
（
火
）

午
後
２
時
～
４
時

場場
水
原
公
民
館
３
階　

対対
15
～

49
歳
で
就
業
し
て
い
な
い
人

内内
面
接
対
応
、
履
歴
書
の
添
削
、

就
職
に
関
す
る
相
談
な
ど

他他
前
日
ま
で
に
電
話
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。　

申申
・
問問
下
越

地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
（
新
発
田
市
大
栄
町
１

‐
１
‐
１
）
☎
０
２
５
４
‐
28
‐

８
７
３
５

航
空
自
衛
隊
新
潟
救
難
隊

航
空
自
衛
隊
新
潟
救
難
隊

落
下
傘
降
下
訓
練
に
伴
う

航
空
機
飛
行
の
お
知
ら
せ

日日
７
月
20
日
（
火
）〔
予
備
日
21

日
（
水
）〕
午
前
９
時
～
正
午　

場場
千
唐
仁
お
よ
び
小
浮
の
地
先

※ 

降
下
訓
練
に
よ
り
航
空
機
が

上
空
を
飛
行
し
ま
す
。
降
下

訓
練
場
所
は
非
公
開
。

問問
航
空
自
衛
隊
新
潟
救
難
隊 

運

用
係　

☎
０
２
５
‐
２
７
３
‐

９
２
１
１

大
日
原
演
習
場
訓
練
予
定

射
撃
訓
練
＝

射
撃
訓
練
＝
７
月
16
日
（
金
）

～
31
日
（
土
）
午
前
８
時
～
午

後
５
時
、
７
月
16
日
（
金
）、
21

日
（
水
）
～
23
日
（
金
）、
26
日

（
月
）
午
後
５
時
～
９
時

※ 

演
習
場
内
へ
の
立
ち
入
り
は
、

許
可
が
必
要
で
す
。

問問
新
発
田
駐
屯
地

☎
０
２
５
４
‐
22
‐
３
１
５
１

原
付
実
技
講
習

日日
８
月
８
日
（
日
）
午
前
８
時

30
分
～
正
午　

場場
水
原
自
動
車

学
校
（
下
条
20
‐
４
）　

必
要
必
要

書
類
書
類
＝＝
住
民
票
（
本
籍
記
載
の

も
の
）、
写
真
１
枚
（
縦
30
㎜

×
横
24
㎜
、
市
交
通
安
全
協
会

で
も
撮
影
可
）、
県
収
入
証
紙

４
５
０
０
円
分
（
金
融
機
関
で

購
入
）　

他他
Ｉ
Ｃ
免
許
と
な
る

た
め
、
申
し
込
み
の
際
は
必
ず

４
桁
の
数
字
を
2
組
設
定
し
て

く
だ
さ
い
。　

申申
・
問問
阿
賀

野
市
交
通
安
全
協
会　

☎
62
‐

０
５
３
６　

申
込
期
限

申
込
期
限
＝＝
７
月

30
日
（
金
）

◎行政相談◎行政相談（ID ＝ID＝ 2602）
日日８月 10 日（火）午前 10 時～正午
場 場 市役所 1 階「相談室」
◎弁護士による「法律相談」◎弁護士による「法律相談」（ID ＝ID＝ 2604）
日日  ７月 21 日（水）、８月４日（水）午後 1 時 30 分～

4 時 30 分（1 人 30 分）
場 場  市役所 1 階「相談室」
※�要電話予約。予約を取り消す場合も連絡してください。
※�相談に来る際は、要点をまとめ、関係資料があれば
持参してください。
≪�お急ぎの人は、次の機関をご利用ください≫
① 法テラス新潟　☎ 0570‐078‐328　平日午前 9 時

～午後 5 時
② 新潟県弁護士会　☎ 025‐222‐5533　平日午前 9 時

～午後 5 時
申申・問問  市民生活課 相談係　☎ 62‐2510（内線 2104）

相談料は無料です。気軽に相談してください。相談料は無料です。気軽に相談してください。

タトゥーシールなどによる
肌トラブルに注意

　タトゥーシールやフェイスペイント、ボディペ
イントは、手軽に楽しめるため、音楽やスポーツ
のイベント等で使用されています。しかし、肌に
合わず炎症を起こしたり、使用後にシミになるな
どのトラブルが発生しています。
　安全に使用するために、以下の点に注意しましょう。
・ ・ 使用方法、剥がし方、対象年齢やアレルギー等、

使用上の注意をよく読んで使用しましょう。
・ ・ 事前に目立たない部分で使用テストをし、赤み

や腫れ等の異常が起きないことや、剥がしてみ
て痛くないか等を確認してから使いましょう。

・ ・ 肌に合わない場合は、すぐに使用を中止し、赤
みや腫れ等の異常がある場合には、皮膚科を受
診してください。

◎消費生活に関する相談は◎消費生活に関する相談は
　市では、消費生活相談員が相談に応じています。
個室相談室があり、秘密は厳守します。
　消費生活に関する情報は、消費者庁
の ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.caa.
go.jp/）を確認してください。
問問  市 民 生 活 課 相 談 係　 ☎ 62‐2510（ 内 線

2104）、新潟県消費生活センター　☎ 025‐
285‐4196

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉
ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
く
ら
し・・相
談
相
談

Life･ Consultation
図
書
施
設
休
館
（
室
）
日

◎
市
立
図
書
館

◎
市
立
図
書
館

日日
７
月
19
日
（
月
）、26
日
（
月
）、

８
月
２
日
（
月
）

◎
水
原
中
学
校
市
民
図
書
室

◎
水
原
中
学
校
市
民
図
書
室

日日
７
月
16
日
（
金
）、30
日
（
金
）、

８
月
６
日
（
金
）、
13
日
（
金
）

問問
市
立
図
書
館　
☎
67
‐
２
５
０
０

い
き
い
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
応
援
事
業

い
き
い
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
応
援
事
業

出
張
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録

受
付
＆
ポ
イ
ン
ト
交
換
会

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
応
援

す
る
た
め
、「
あ
が
の
い
き
い
き

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
応
援
事
業
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
あ
が
の
い
き
い
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
応
援
事
業
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登

録
し
、
市
指
定
の
受
入
機
関
な

ど
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う

と
、
マ
イ
レ
ー
ジ
手
帳
に
ス
タ
ン

プ
が
１
個
押
印
さ
れ
ま
す
。
ス
タ

ン
プ
は
、
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
（
京
ヶ
瀬
支
所
内
）
で
、
あ

が
の
ポ
イ
ン
ト
に
交
換
で
き
ま
す

（
ス
タ
ン
プ
１
個
に
つ
き
、
50
ポ

イ
ン
ト
）。
交
換
し
た
ポ
イ
ン
ト

は
、
１
ポ
イ
ン
ト
１
円
と
し
て
、

あ
が
の
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
加
盟
店

で
買
い
物
等
に
利
用
で
き
ま
す
。

　

本
事
業
を
広
く
活
用
い
た
だ
く

た
め
、
出
張
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
と

ポ
イ
ン
ト
交
換
会
を
開
催
し
ま
す
。

・・
安
田
地
区

安
田
地
区

日日
７
月
27
日
（
火
）
午
後
１
時

30
分
～
３
時　

場場
安
田
交
流
セ

ン
タ
ー
１
階
「
ホ
ー
ル
」

・・
水
原
地
区

水
原
地
区

日日
７
月
27
日
（
火
）
午
前
９
時

30
分
～
11
時　

場場
市
役
所
１
階

「
ロ
ビ
ー
」

・・
笹
神
地
区

笹
神
地
区

日日
７
月
28
日
（
水
）
午
前
９
時

30
分
～
11
時　

場場
笹
神
支
所
１

階
「
ロ
ビ
ー
」

◎
共
通
事
項

◎
共
通
事
項

問問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
67
‐
９
２
０
３　

IDID
＝＝

８
６
１
４

水
稲
病
害
虫
共
同
防
除

　

市
農
業
振
興
協
議
会
で
は
、

水
稲
に
お
け
る
病
害
虫
の
予
防

と
駆
除
の
た
め
、
共
同
防
除
を

実
施
し
ま
す
。
防
除
作
業
は
無

人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
行
い
ま
す
。

日日
安
田
地
区
…

安
田
地
区
…
８
月
７
日（
土
）・

８
日
（
日
）、
京
ヶ
瀬
地
区
…

京
ヶ
瀬
地
区
…
８

月
３
日
（
火
）
～
５
日
（
木
）、

水
原
地
区
…

水
原
地
区
…
８
月
６
日
（
金
）

～
８
日
（
日
）、
笹
神
地
区
…

笹
神
地
区
…
８

月
５
日
（
木
）・
６
日
（
金
）

各
日
午
前
５
時
～
正
午

他他
市
内
全
域
を
対
象
に
行
う
共

同
防
除
は
１
回
。
雨
天
・
強
風

等
の
場
合
は
順
延
。
※
散
布
薬

剤
は
、
農
薬
取
締
法
に
基
づ
い

て
登
録
さ
れ
た
薬
剤
で
す
。

◎◎
お
願
い

お
願
い

　

安
全
の
た
め
、
水
田
か
ら
10

ｍ
圏
内
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　梅雨や台風で雨が多くなる時期は、土砂災害への注意が必要
です。
　身を守るために、日頃から土砂災害ハザードマップなどで、
住んでいる地域の危険な箇所や避難場所、避難路を把握してお
きましょう。
　大雨のときは、新潟県土砂災害警戒情報システム（下記二次
元コード）を確認し、市からの防災情報に注意して早めの避難
を心掛けてください。
　降雨が激しく、外に出ることが危険だと感じる場合は、斜面
や川から離れた２階以上の部屋へ避難しましょう。
　万が一、土砂災害の兆候を見つけた場合は、近くの地域振興
局まで連絡してください。

◀�新潟県土砂災害警戒情報システムはこちらからアク
セスできます。

問問�新潟県�土木部�砂防課�企画調査係　☎025‐280‐5424
　新発田地域振興局�地域整備部　☎ 0254‐22‐5113

雨による土砂災害に警戒してください雨による土砂災害に警戒してください
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氏名 保護者名 誕生日 住所

齋藤　瑞
み ず は

葉 京　介 6.18 山口町 2

小林　　響
お と

敦 6.18 保　田

西村　帆
ほ の か

夏 郁　哉 6.18 姥ヶ橋

長澤　　櫂
か い

孝　史 6.25 曽　郷

氏名 年齢 死亡日 住所

長津カホル 96 歳 6.17 曽　郷

菅井　　篤 77 歳 6.18 保　田

濱崎美津夫 86 歳 6.18 若葉町

渡邊　ヨシ 99 歳 6.21 下条町

北見　賢一 86 歳 6.22 大　室

渡邊　　勉 84 歳 6.24 金田町

齋藤　幸鋭 76 歳 6.26 安野町

福原　晴夫 78 歳 6.28 保　田

井上　ソイ 92 歳 6.29 保　田

中村　　茂 69 歳 6.29 金田町

経験豊富な看護師等が受診の必要性や対処方法等を助言します。
年中無休、午後 7 時～翌朝午前 8 時　※携帯電話からの利用可

　◎大人の救急医療電話相談◎大人の救急医療電話相談（おおむね 15 歳以上の人）
　♯ 7119♯ 7119　または　☎ 025-284-7119025-284-7119

　◎こどもの救急医療電話相談◎こどもの救急医療電話相談（15 歳未満の人）
　♯ 8000♯ 8000　または　☎ 025-288-2525025-288-2525

救急医療電話相談

子育て世代包括支援センター
（水原保健センター 1 階・☎ 25-719725-7197）

月～金曜（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分
◎ＤＶ・児童虐待は、県中央福祉相談センターでも相談に応じます。

0120-26-29280120-26-2928　年中無休、午前 9 時～午後 10 時

ＤＶ・児童虐待相談・ひきこもり ～ご連絡ください～

診　療　日 診�療�医�院 電�話�番�号
7 月 22 日（木） ながい眼科クリニック（市野山） 47‐4475

7 月 23 日（金） うちだ内科医院（市野山） 61‐2020

7 月 25 日（日） わだ耳鼻咽喉科クリニック（下条町） 63‐1212

8 月 1 日（日） 安田診療所（保田） 68‐2148

8 月 8 日（日） 佐藤眼科医院（中央町 2） 63‐2660

8 月 9 日（月） 京ヶ瀬診療所（曽郷） 67‐4356

8 月 15 日（日） 恩田整形外科医院（金田町） 62‐0515

　　 診療時間：午前 9 時～正午
市ホームページにも掲載しています。休日診療

※診察を希望する人は、事前に問い合わせください。

○国民健康保険税（１期）
○後期高齢者医療保険料

（４期）

○固定資産税（2 期）
○ 介護保険料（４期）

納期限
8 月 2 日 月

◆ 納付は、確実で便利な口座
振替をおすすめします。

■�問い合わせ　危機管理課�危機管理係
　�☎ 25‐7194

1 �安全安心メール（登録制）
2 �電話自動応答　☎62‐8

ハ

1
イ

5
コ

0
レ

3 �市ホームページ
で確認できます。

防災行政無線の放送内容が
確認できます

安全安心メール
登録はこちらから

（https://www.city.
agano.niigata.jp/
mobile/5600.html）

催
　
　
し

催
　
　
し
手
続
き
・
制
度

手
続
き
・
制
度

募
　
　
集

募
　
　
集
子
育
て
・
教
育

子
育
て
・
教
育

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ
く
ら
し
・
相
談

く
ら
し
・
相
談


